
宮城県建設工事元請・下請関係適正化要綱の一部を改正する要綱 

宮城県建設工事元請・下請関係適正化要綱（平成１３年４月１日施行）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 （ 新 ） 改 正 前 （ 旧 ） 

宮城県建設工事元請・下請関係適正化要綱 宮城県建設工事元請・下請関係適正化要綱 

第１条～第６条 （略） 第１条～第６条 （略） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

 (1)～(7) (略)  (1)～(7) (略) 

（削除）  (8)  施工体制事前提出方式（オープンブック方式）の適用緩

和による入札において、県との請負契約の内容を下請負人によ

って施行する場合、別表２－１に掲げる書類及び工事費内訳書

を提出し、発注者の承認を受けること。                    

 (8)～(11) （略）  (9)～(12) （略） 

３ （略） ３ （略） 

第８条～第１０条 （略） 第８条～第１０条 （略） 

別表１～別表２ （略） 別表１～別表２ （略） 

（削除） 別表２－１（略） 

別表３～別表４ （略） 別表３～別表４ （略） 

様式－１～様式５－２ （略） 様式－１～様式５－２ （略） 

附  則 

この要綱は，令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



改  正  後 （ 新 ） 改  正  後 （ 旧 ） 

（削除） 

 

 



 

改  正  後 （ 新 ） 改  正  後 （ 旧 ） 

  



（削除） 

 

 


